
 

『保健医療社会学論集』著作権譲渡についての覚書 

 

1. 日本保健医療社会学会（以下「本学会」とする）総会（2006 年 5 月 14 日）の決議により、

『保健医療社会学論集』（以下「本誌」とする）にて発表された論文等のすべての著作物につ

いて、その著作権（公衆送信権を含む）は本学会に譲渡されるものとします。この著作権譲

渡により、著者の論文を印刷媒体あるいは電子媒体で複製する許諾の要請について、市場の

動向および各国の著作権法の関連部分の改訂に応じて適法に取り扱われること、および、権

利侵害から著者および発行者双方の権利を保護しながら、本誌を可能な限り広範に流通させ

ることが保証されます。 

 

2. 本学会は、著作権法の規定を遵守して、論文が発表される際に、著者名を表示し、その他の

著作者人格権を尊重します。著作者人格権は本学会に移転せず、本学会はその管理権限を有

せず保全管理の義務を負いません。 

 

3. 著作権は譲渡されますが、著者は、将来自らの博士論文等を含む論集において当該著作物を

無料で利用する権利を留保します。ただし、本誌（『保健医療社会学論集』）での先行発表を

承認すること、および著作権者である本学会に原則として事前に通知をすることを条件とし

ます。また、当該著作物に修正を行ったうえで自らの博士論文等を含む論集の一部とした場

合は、その旨を論集内に明記しなくてはいけません。 

 

4. 著者は、著者自身の講義および研究の目的で、自身の論文を複写したり電子メールや FAX に

よって配布したり、自身が所有するサーバ、もしくは著者が所属する機関が運営する機関リ

ポジトリ等のサーバに掲載することができます。ただしその場合には、（a）本誌による査読

後の論文の複写物（著者最終稿を含む）とし、（b）複写物を転売してはならず、（c）論文の

全文・部分を問わず、全ての複写物（ウェブページへの掲載の場合は当該ウェブページ上）

に出典（『保健医療社会学論集』）および著作権者（日本保健医療社会学会）を明記しなくて

はなりません。ウェブページ掲載の時期は学会による電子媒体フルテキスト公開時期より早

くてはならないものとします。 

 

5. 著者は上記第 3項、第 4項に示した自身の著作物の使用・転載を行う場合に限っては学会の

許諾を要しないものとします。その他の自身の著作物の転載の場合においては、学会の許諾

を要するものとします。転載許可を受けるには機関誌編集委員会に転載許可申請書を提出す

るものとします。 

 

6. 著者抄録および本文に関してデータベース・サービスにより著作権使用料が生ずる場合には

それを学会に寄付していただくこととし、学会は総会においてその会計報告を行います。 

 

7. 論文を商業的な目的で再録する許諾を本学会が第三者に与える場合は、事前に著者の同意を

求めます（ただし、本学会に対して届出のあった最新の住所に書面を送付してから 30 日以

内に著者から応答がない場合には、同意があったものとします）。許諾に際して第三者から支

払われる著作物利用料については、著者が受領するものとし、共著の場合には、さしあたり



 

第一著者に対して支払います。共著の場合の内部分配については、本学会は関知しません。 

 

8. 著者以外の者（例えば、著者の雇用主）が著作権者である場合には、著者は著作権者に対し、

第三者に対して再録を許諾する権限を、本誌の出版社に対して非独占的に許諾させるものと

します。かかる再録要請の処理は上掲第 7項にしたがって行われ、全ての通知は著者に宛て

て行われます。著者は、著作権者を代理して当該通知を受けるために必要な権限を著作権者

から得ておくものとします。なお、第三者から支払われた著作物利用料金を著者と著作権者

との間でどのように分配するかについては、両者の判断に任せるものとします。 

 

当覚書は 2021年 5月 17日より改正施行します。 

当覚書の改廃は編集委員会の議を経て編集委員会が決定します。 

 

以上 



 

『保健医療社会学論集』著作権譲渡承諾書 

 

氏名： 

住所： 

論文題目： 

 

『保健医療社会学論集』への論文掲載にあたり、上記覚書に同意します。 

 

 

署名：                      日付：            

 

 

（1部、コピーをお手元にお持ちください。） 


